
いじめの「防止対策」について

令和７年８月27日

教育人事・指導課
学校問題対応支援係
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１ 組織概要（人員体制）
【教育人事・指導課 学校問題対応支援係】

▷経緯

済美教育センター 管理係内 担当班

・統括指導主事 １名（他業務兼務）
・指導主事 １名（他業務兼務）
・学校管理職OB ５名（会計年度任用職員）

令和６年度

教育人事・指導課 学校問題対応支援係

・統括指導主事 １名
・指導主事 ３名
・学校管理職OB ４名（会計年度任用職員）

・心理職 ３名（会計年度任用職員）

・事務職 ３名（係長１、職員２）

令和７年度

令和５年度に発生及び発覚した教育委員会事務局及び区立学校等における重大事故や不適切な事案等を受け、区長部局と連
携し「杉並区教育委員会事務局等における不適切事案等の要因分析及び再発防止対策検討委員会」を設置した。本委員会にお
ける課題・要因分析及び有識者からの意見等とを踏まえ、再発防止策の一環として、学校問題の対応支援に係る専門組織を区
役所本庁内の教育委員会事務局に設置することした。
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２ 所掌事項

◎学校問題対応支援係（ＣＥＤＡＲ）の所掌事務

(１) 区立学校における安全指導及び生活指導に関すること。（安全教育、生活指導、警報発令時対応）
(２) 区立学校における課題解決支援に関すること。（学校事故、不審者対応）
(３) 教育ＳＡＴ事業に関すること。
(４) いじめ問題に関すること。

◎愛称ＣＥＤＡＲ（シダー）に込められた意味

・ cedar＝杉並区の「杉」を意味する英語

・ C Communication（対話）
・ E Empathy（共感）
・ D Diversity（多様性）
・ A Assistance（支援）
・ R Resolution（解決）
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３ いじめ対策に関する事業①

▷いじめ相談窓口カードの配布
時 期：年度当初
対 象：小学校１年生・中学校１年生は紙製カード、その他の学年はタブレットへのデータ配信
内 容：杉並区教育委員会いじめ電話相談をはじめとした相談窓口の案内

【未然防止・早期発見の取組】
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３ いじめ対策に関する事業②

▷いじめ対策の推進周知用ポスター
時 期：11月のふれあい（いじめ防止強化）月間に

合わせて学校に配布
対 象：小中学校全校の教室と校内掲示
内 容：女子美術大学学生によるプレゼンを経て

選定した作品を掲示

【未然防止・早期発見の取組】
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３ いじめ対策に関する事業③

▷教員周知用リーフレット（資料１）
時 期：令和７年度当初 対 象：小中学校全教員 内 容：いじめ対応リーフレット配布

【未然防止・早期発見の取組】
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３ いじめ対策に関する事業④

▷いじめの防止等に関する条例周知用クリアファイル
時 期：令和７年度中
対 象：全児童・生徒
内 容：「杉並区いじめの防止等に関する条例」の周知を目的としたクリアファイルを配布予定

▷弁護士による小学校４年生及び中学校１年生向けいじめに関する授業
時 期：令和７年度中
対 象：小学校第４学年 129クラス 3,887人、中学校第１学年 2,297人（年度当初数値）
内 容：杉並区教育委員会と第一東京弁護士会とのいじめ防止授業に関する連携協定に基づき実施
その他：アンケートの実施（資料２）

【未然防止・早期発見の取組】
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３ いじめ対策に関する事業⑤

▷いじめに関するアンケート
時 期：年３回（６月、１１月、３月）
対 象：全児童・生徒
内 容：東京都教育委員会「ふれあい（いじめ防止強化）月間（６・11月）」に加え、区独自に

３月に調査実施（資料３）

▷小中学校全校におけるいじめ対策委員会の月次開催
時 期：毎月各校の定める日
対 象：小中学校全校
内 容：小中学校各校にて、毎月必ず「いじめ対策委員会」を開催し、自校内のいじめの事案の

対応方針などを検討

▷小中学校全校のいじめに関わる内容の月次報告
時 期：令和７年度５月から毎月
対 象：小中学校全校
内 容：「いじめ対策委員会」の開催の有無、いじめの認知件数と解消件数などを学校問題対応

支援係（CEDAR）に報告 8

【未然防止・早期発見の取組】



３ いじめ対策に関する事業⑥

▷教員の職層別いじめ対策研修の実施
(１) 若手教員育成研修（１年次）

「いじめ・不登校の未然防止、初期対応、自殺予防」「保護者等との関わり」
(２)若手教員育成研修（２年次）

「いじめ・不登校初期対応・組織的対応」「体罰の根絶に向けて」
(３) 校長・園長研修

「いじめ防止及び対応」
(４) 副校長・副園長研修

「いじめ防止及び対応」
(５) 主幹教諭研修

「杉並区子どもの権利に関する条例について」「いじめ未然防止・早期解決に向けて」
(６) いじめ防止対策研修

動画視聴 （校内研修などで活用可）
(７) 生活指導主任会

【いじめ問題対応の取組】
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３ いじめ対策に関する事業⑦

▷教育委員会いじめ電話相談 （資料４）
学校で起きるいじめをはじめとした事件・事故・学校の課題に対して、学校問題対応支援係

（CEDAR）において相談を受け、必要な助言、対応の支援を行う。
また、緊急性の高い事案、重大性のある事案などに関しては、教育委員会事務局内をはじめ、

区長部局と連携するとともに指導主事をはじめ、心理職や学校管理職OBが学校等を訪問し、
事案への助言、対応支援を行う。

（参考）その他の相談窓口について （資料５）
学校問題対応支援係（CEDAR）の他にも東京都や国が行っている相談の窓口がある。

10

【いじめ問題対応の取組】



４ 学校問題対応支援係（CEDAR）の対応フロー

【教育長】

【危機管理室】

救急搬送等重篤な事故
の共有

軽微な問題は、学校管理職
ＯＢ又は心理士が直接回答

学校問題対応支援係(CEDAR)

【教育人事係】

教職員の服務に関する
案件に対応

【教育人事・指導課長】

重篤な事故

服務の案件

重篤な問題

【教育相談担当課 ＳＳＷ・心理職】

福祉的・心理的側面からの支援

【学務課】

【弁護士（学校法律相談）】

法的側面からの支援

【特別支援教育課】

特別支援的側面からの支援

【次長】

【庶務課長】

【庶務課主査】

いじめ

【次長】

【教育長】

【教育管理職ＯＢ】
電話相談窓口

（経験を踏まえた対応）

【心理士】
電話相談窓口
（心理面の対応）

【指導主事】

教員としての経験を踏まえた
対応・連絡調整

【係員】
関係機関との連携促進
関係課との連携

連携連携

【
区
立
学
校
・
子
供
園
】

【相談者】

保護者、児童・生徒

連携

ア
レ
ル
ギ
ー
事
故

助言・支援
現場対応

【子ども家庭支援
センター】

【児童相談所】

【警 察】
（スクールサポーター）

連携

連携 ペア

【統括指導主事】

全体の進行管理、指導、助言
関係課との調整

【学校問題対応支援係長】

全体へ指示、助言、業務分担
関係課との調整

【
児
童
・
生
徒
】

【
保
護
者
】

対応

【庶務課長】

報告

報告

連携

相談

相談

【ＳＣ・ＳＳＷ】

対応

連携
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５ いじめ対策に関する課題①
▷法律の専門家の必要性

学校問題対応支援係（CEDAR）での相談対応では、法的な問題がないかの相談内容への対応、
児童・生徒の代理人として弁護士が選定され窓口になっている場合などの対応の際に法的な知見が
少ない。
このことから、今後のいじめ相談の充実を図るため、学校問題対応支援係の構成に弁護士を

含めることの検討が必要である。

▷学校での組織対応
いじめの対応は、組織的に行うこととしているが、いじめの認知後、学校での対応において

担任まかせになっているケースが存在していることへの懸念がある。組織対応とはいかにして
行うべきかを研修などを通じて全教職員に周知していく必要がある。

▷いじめの報告件数と認知・対応件数の関係
今年度より、毎月末いじめの件数を学校から教育委員会に報告している。この報告の中で、

学校の認知件数と対応件数とに齟齬が生じている。このことから学校でのいじめの発生（認知）
に対し、どのように対応をしているのかという点で、学校に正確な報告を求める説明を検討
していく必要がある。
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５ いじめ対策に関する課題②

▷いじめの捉え方の周知
学校問題対応支援係（CEDAR）への保護者からの相談の中で、「学校はいじめと捉えてくれて

いない。」「学校の対応に不信感がある。」などの声が届いている。
「ものがなくなった」「暴力を受けた」などの訴えがあった場合に被害児童・生徒が苦痛を感

じたかどうかという部分をしっかりと聞取り、いじめとして対応していくことの必要性を透させ
る必要がある。
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